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議案第5号指定管理者の指定について(豊原区民広場)

議案第6号名護市立図書館管理規則の一部を改正する規則の制定について

議案第7号名護市子どもの読書活動推進計画の期間再延長について

議案第8号令和4年度名護市立幼稚園の休園について

議案第9号令和4年度県費負担教職員定期人事異動(管理職・一般)の内申にっいて

※秘密会

報告第1号

報告第2号

専決処分事項の報告について(名護・やんばるの自然と文化拠点施設電気設備

工事(博物館棟)請負契約の契約金額を変更する契約について)

報告第3号

専決処分事項の報告について(名護・やんばるの自然と文化拠点施設機械設備

工事(博物館棟)請負契約の契約金額を変更する契約について)

車両事故に関する和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分事項の報告に

ついて

2 内容

・議案第1号令和4年度名護市教育委員会重点施策の策定について

(教育委員会総務課長兼学校給食センター長より説明)

委員:文化課の市史編さん係は無くなるのか。「名護市史本編・3」等の既存の業務はどぅなるの

か。

教育次長:市史編さん係は無くなるが、既存の業務については博物館の学芸係にて実施していく。

委員:子ども夢基金の拡充とあるが、これは受け入れ側のみの拡充ということか。それとも使途の

拡充も含まれているのか。

教)総務課長兼学校給食センター長:企業版ふるさと納税を活用するという部分が拡充となってい

る。ただ、企業版ふるさと納税の使途については国に計画を提出し、その計画の事業を実施すると

いった限定的なものになっている。その使途においては人材育成に特化しているため、事業を広げ

てくという部分ではなく、給付型奨学金の財源として受け入れ、より安定的に事業継続していける

のではと考えている。

委員:企業版ふるさと納税ということは市長部局に歳入されると思うが、その歳入に対して教育委

員会が予算要求し活用するということか。

教)総務課長兼学校給食センター長:他事業分も含めて一旦市長部局の歳入となり、事業計画を提

出している事業に対して充当される。
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や地域、社会の中で話題となっており、名護市の状況として突出しているわけではないと思うが、

今後教育委員会が主導的に取組むべきではないかと思う。人権だけで捉えられるのか、別途具体的

な項目として設けるかは検討する必要はあるが、事前に方向性を示した方がよいのではないか。名

護市教育情報化推進計画とGIGAスクール構想はセットということでよいか。

学校教育課長:LGBTQについては、学校教育課にて積極的に検討していきたい。

学校教育課主幹:GIGAスクール構想とは文科省の取組で、児童・生徒1人1台の学習用端末を

与え、高速ネットワーク環境を整備し、授業を活性化する目的。名護市教育情蝦化推進計画におい

ては、教職員が公務を含め様々な業務にコンピュータを活用するためそのために情報化を進めてい

かなければならない。 G IGAスクール構想はその中の一部となる。関連はしているが、それぞれ

目的が異なるということ。

委員:「学校給食の充実」の中に、学校給食センター調理員の衛生管理の意識及び調理技術の向上

とあるが、衛生管理の意識の部分でどのような取組を行っているのか。

教)総務課長兼学校給食センター長:従来だと県主催の研修会等があるが、コロナの影響で開催で

きていない状況。しかし、コロナの影響で給食センターの稼働が休止となった際に、学校給食管理

衛生基準の手引きを、会計年度任用職員を含む給食センター全職員に配布し、栄養士や主任を中心

に衛生管理の勉強会等を市独自で実施した。コロナの状況に関わらず、配送時間や温度管理、水質

検査等全て記録しており、日々厳しい衛生管理を徹底している。

委員:「学校教育内容の充実」の中に特別支援教育の充実とあるが、課題を持った子供達が増えて

いる中、時間力靖午さないため子供達に目を向けることができないジレンマが教員から聞こえてくる

ため、職員の補充も含めて検討してもらいたい。

学校教育課長:名護市としては教育支援員、学習指導支援員、生徒指導支援員等を配置することで

対応しており、沖縄県としては通級支援学級の増設等を行っている。しかし、教員不足ということ

もあり現場が疲弊していることは間違いない。以前までは1学級において様々な子供達を対応して

きたが、若い教職員が増えているということもあり、多キ美性のある関わり方、インクルーシブ教育

等の研修の充実に努めていきたい。

(採決の結果、原案のとおり承認)

・議案第2号令和3年度名護市一般会計補正予算(教育費予算(補正第13号))の要求につ

いて

(保育幼稚園課幼稚園担当主幹より説明)

委員:国の閣議決定を受けての補正か。

保育・幼稚園課幼稚園担当主幹:そのとおり。国からの通知で介護職や保育園や幼稚園に勤務

する職員に対しての処遇改善を図る内容となっているため、幼稚園に勤務している会計年度任

用職員の処遇改善となる。国からは月額3%、 9,000円程度との基準が示されているところで

はあるが、保育幼稚園課においては基本給を3%以上改善するということで、フルタイム職員

は3.4%の処遇改善となる。

委員:継続的な処遇改善か。

保育・幼稚園課幼稚園担当主幹:今年度の1月分より基本給の引き上げとなり、その額に従来



の定期昇給を行っていく。ベースアップとして3%以上の引き上げとなる。

(採決の結果、原案のとおり承i副

.議案第3号令和3年度名護市一般会計補正予算(教育費予算(補正第14号))の要求にっ

いて

(教育委員会総務課長兼学校給食センター長より説明)

(博物館長より説明)

(観光課長より説明)

(教育委員会総務課長兼学校給食センター長より説明)

委員:大型の送風機等を購入したと思うが、今後も追加購入可能ということか。

教)総務課長兼学校給食センター長:体育館に設置した送風機にっいては、教育施設課にて購

入したが、各教室に設置するサーキュレーター等については、各学校の計画を基に随時購入し

ていく。各学校においては要望調査を行っており、各学校の要望額を積み上げた額が予算額と

なっている。

委員:給付型奨学金を辞退した理由を教えてほしい。

教)総務課長兼学校給食センター長:名護市給付型奨学金にっいては、給付の併給は認めてお

らず、日本学生支援機構の給付型奨学金を選択したため辞退となった。

(学校教育課主幹より説明)

(学校教育課長より説明)

委員:子供達に配布しているタブレット端末には学習用アプリしか導入していないと思うが、

直接声をあげることができない子供達用のSOSが発信できるアプリ等は導入できないか。

学校教育課主幹:様々なアプリが開発されてはいると思うが検証しなければならない。子供か

ら教員へ連絡できるシステムや、スマートフォンを使って親から相談を受けるシステムがあり、

導入したいが、現在検証中であり随時検討していきたいと考えている。

委員:通信環境が整っていない家庭への補助や、家庭での通信費負担にっいて補填するような

予算計上は可能か。

教育次長:今年度4月から生活保護・準用保護者において月額分通信費の補助を実施している。

学校教育課主幹:通信機器にっいてはいっでも無料で貸し出しが可能。

(文化課長より説明)

委員:キャンプ・シュワブ内遺跡発掘調査は次年度実施予定か。

文化課長:当初、工事によって影響が受ける範囲ということで、 1401寸程度を積算し、調査範

囲として防衛局と調整していたが、昨年Ⅱ月に工法説明時に、当初の7倍の調査範囲に広が

つた。今年度は契約した範囲で実施したが、次年度は未調査分の予算計上を行っており継続し

て実施していく。

委員:発掘調査を行う職員は専門的な要素が必要なのか。

文化課長:調査補助員にっいては、職員をサポートするため考古学を勉強してきた方を1枠設

けている。しかし、人材不足で補正減となっている。

明言



(図書館長より説明)

(文化スポーツ振興課長より説明)

委員:スポーツ向上促進事業で一部事業が中止とあるが、実施できた事業があるということか。

文化スポーツ振興課長:プロ選手等を招聰し講習会を行う事業となるのだが、空手部門とラグ

ビー部門の2件実施している。

q呆育・幼稚園課幼稚園担当主幹より説明)

委員:幼稚園教育支援委託料の減額理由はどのようなことか。

保育・幼稚園課幼稚園担当主幹:支援員は今年度 14 名配置をしていた。しかし、新型コロナ

ウイルスの影響による家庭保育協力依頼に伴い、園児の登園数減少となったこと。支援員家庭

内感染等による勤務日数の減少等、当初計画に満たなかった部分での減額となっている。

(観光課長より説明)

委員:スポーツコンベンション施設備品とは、どのようなものか。

観光課長:グラウンドの管理用備品となる。具体的には芝を整備する車両機械や管理等に設置

する机や椅子等、グラウンドを管理する上で必要な備品となる。

(採決の結果、原案のとおり承認)

・議案第4号名護市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

・議案第5号指定管理者の指定について(豊原区民広場)

け也域力推進課長より説明)

委員:指定管理者制度にて選定する際、公募することはあるのか。

教育次長:通常、区を候補者として選定委員会に諮り、選定委員会にて了承を得た後、議会に

諮る。しかし区が断った場合は公募となる。

(採決の結果、原案のとおり承認)

・議案6号名護市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定について

(図書館長より説明)

委員:改正理由は何か。

図書館長:文書法規の関係上の改正となる。

委員:「者」を「もの」に修正したのはなぜか。また、変更していない部分もあるがその理由

は何か。

教育長:文書法規等関係部局に確認した上で、後日報告するように。

(採決の結果、原案のとおり承認)

・議案第7号名護市子どもの読書活動推進計画の期間再延長について

(図書館長より説明)

委員:延長期問は2年だが、議案で1年の延長となっているのはなぜか。

教)総務課長兼学校給食センター長:昨年、 1年間の延長を承認いただき、 今回更に1年間の



延長となる。再延長ということ。

(採決の結果、原案のとおり承認)

.議案第8号令和4年度名護市立幼稚園の休園について

q呆育・幼稚園課幼稚園担当主幹より説明)

委員:認定こども園自体が、施設として区切られているが、 5歳児とそれ以外の園児との交流
についてはどう考えているのか。

保育.幼稚園課幼稚園担当主幹:各歳での保育時問にっいては各教室で活動しているが、集団

で行う活動にっいてもホール等で実施している。園児全体の交流にっいて改善できる部分は対

応していきたい。

委員:入園希望者数の減少についてどのように考えているのか。

保育.幼稚園課幼稚園担当主幹:幼稚園児数はここ数年減少しているところだが、現場として

も集団としてある程度の人数は確保したいと吉えている。そのため次年度、こども家庭部内に

政策担当を設置し、就学前の幼稚園と保育園の在り方にっいて整理していきたい。幼稚園での

預かり保育や認定こども園等にっいて方向性を策定していければと考えている。

委員:待機児童数はどれくらいいるのか。

保育.幼稚園課幼稚園担当主幹:H乍年10月時点で 150名程度だったと記憶している。 0歳か

ら2歳までの児童にっいて枠が足りなく、 3歳から5歳の児童にっいては枠が空いている。施

設の容量としては問題ないのだが、保育士不足ということで受け入れが難しいというのが現状。

そのために、名護市としても潜在保育士に一時金を支給するなどして、保育士の確保に努めて

いるところではあるが厳しい状況である。

委員:過去のアンケートを分析し、今後の公立幼稚園の在り方にっいて考える必要がある。

保育.幼稚園課幼稚園担当主幹:保護者の共働きの増加に伴い、保育二ーズが高まっているこ

とは把握しており、認定こども園にするのか幼稚園で預かり保育を充実させるのか、分析しな

がら対応していきたいと老えている。

(採決の結果、原案のとおり承認)

議案第9号令和4年度県費負担教職員定期人事異動(管理職・一般)の内申にっいて
※秘密会

(学校教育課長より説明)

(採決の結果、原案のとおり承認)

.報告第1号専決処分事項の報告にっいて(名護・やんばるの自然と文化拠点施設電気設備
工事(博物館棟)請負契約の契約金額を変更する契約にっいて)

.報告第2号専決処分事項の報告にっいて(名護・やんばるの自然と文化拠点施設機械設備

工事(博物館棟)請負契約の契約金額を変更する契約にっいて)

(教育施設課長より説明)



・報告第3号車両事故に関する和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分事項の報告につ

いて

(教育委員会総務課長兼学校給食センター長より説明)

名護市教育委員会会議規則第26条の規定により署名する。

(会議録署名人)

教育長

作成職局
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